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令和５年 第２回阿賀野市農業委員会総会会議録 

 

１ 令和５年第２回阿賀野市農業委員会総会は、令和５年２月２８日(火) 午後１時３０分よ

り、阿賀野市 笹神支所 ４階 議場に招集された。 

 

２ 出席者は次のとおりである。 

   ○農業委員 

 １番 本 田   充  ２番 中 村 孝 幸   ３番 齋 藤 正 人 

４番 曽 我 憲 司 ６番 上 松 千 恵 ７番 本 間 多佳子 

８番 皆 川 光 浩 ９番 阿 部 萬紀夫 １０番 齋 藤 瑞 穂 

１１番 菅 井   茂 １２番 渡 邉   悟 １３番 笠 原 尚 美 

１５番 見尾田 正 行   

 

   ○推進委員 

 ３番 圓 山 德 明 ４番 塩 田   亨 ５番 那須野 一 吉 

６番 五十嵐 和 則 ７番 小 林  司 ８番 伊 藤 剛 栄 

９番 齋 藤 広 範 １０番 長谷川 政 男 １１番 松 﨑   学 

   

 

３ 欠席委員   

○農業委員 ５番 渡 辺   隆 １４番 小 林 章 男 

  

〇推進委員   な し  

 

４ 遅参委員   な し 

 

５ 早退委員   な し 

 

６ 会長の命により出席した者 

   事務局長           宮嶋 正憲 

      次長             大瀧 秀樹 

   係長             斎藤  恵 

係長             野﨑 耕一 

 

７ 会議の日程は次のとおりである。 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の 

取消について 

日程第４  議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第５  議案第３号 事業計画変更の承認申請について 

日程第６  議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の 

決定について 

   日程第８  議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準の一部変更（案）につ 

いて 
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日程第９  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第１０ 報告第２号 農地法第４条第１項第９号該当による転用届について 

日程第１１ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の 

決定について 

 

８ 審議の結果は次のとおりである。 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

定刻となりましたので、ただ今より令和５年１月定例総会を開会いたしま

す。 

 只今の出席委員は１３名です。定足数に達しております。 

 本日の欠席委員は、５番 渡辺委員、１４番 小林委員の２名です。 

 推進委員の欠席は「なし」であります。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員を指名いたします。 

 １１番 菅井委員、１２番 渡邉委員、１３番 笠原委員を指名したいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、議事録署名委員を１１番 菅井委員、１２番 渡邉委員、

１３番 笠原委員にすることに決定しました。 

 続きまして、日程第２ 会期の決定について、お諮りします。 

 会期については、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、会期を本日１日限りにすることに決定しました。 

 本日の書記は、宮嶋局長、大瀧次長、斎藤係長、野﨑係長であります。 

 それでは、日程第３ 議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による

農用地利用集積計画の取り消しについてを議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。  

齋藤係長、お願いします。 

 

議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の取り消しについて説明いたします。  

１ページをご覧ください。 

受付番号１番、譲渡人・譲受人については記載のとおりです。 

堀越字萱場外１６筆、１１，１７３㎡、賃貸借です。 

令和５年１月１０日公告の利用権設定。 

取消理由は、譲渡人死亡のため取り消すものです。 

２ページをご覧ください。 

受付番号２番、譲渡人・譲受人については記載のとおりです。 

堀越字中作外４筆、２，１６４㎡、使用貸借。 

令和５年１月１０日公告の利用権設定でした。 

取消理由は、譲渡人死亡のため取り消すものです。 

以上で議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の取り消しについて説明を終ります。   

 

事務局の説明が終わりました。これから審議に入りますが、利用権設定の
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（見尾田） 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

１番、２番案件の譲受人は、３番 齋藤委員と８番 皆川委員が関係者であ

ります。農業委員会等に関する法律第３１条で規定されている「議事参与の

制限」に該当しておりますので、該当委員は退室し、該当する案件から先に

審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

異議がないようですので、そのようにいたします。はじめに、利用権設定

の１番、２番案件を審議いたしますので、３番 齋藤委員と８番 皆川委員

の退室をお願いします。 

 

― ３番 齋藤委員及び８番 皆川委員退室 ― 

 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員が退室されましたので、１番案件、２番

案件について審議いたします。ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。お諮りします。利用権設定の１番、２番案件につい

て原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、利用権設定の１番、２番案件について、原案のとおり承

認することに決定いたしました。 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員の入室をお願いいたします。 

 

― ３番 齋藤委員及び８番 皆川委員入室 ― 

 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員が着席されましたので次に移ります。こ

こで説明員の交代をいたします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

― 説明員交代 野﨑係長 ― 

 

続きまして、日程第４ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許

可申請についてを議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。  

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について説明いた

します。 

今月の申請件数は、所有権移転が１０件２５筆、合計面積が３３，７９６．

２９㎡です。 

受付番号４１番、前山字元前山（もとまえやま）、地目、台帳・現況がと

もに田、地積８０９㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０a当たり７０万円の売買です。 
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続きまして受付番号４２番、小里字大犬林（おおいぬばやし）、地目、台

帳・現況がともに田、地積８０５㎡です。 

譲受・譲渡理由は「買戻し」と「相手方の要望」です。  

契約内容は、総額１３０万円での売買です。 

続きまして受付番号４３番、女堂字砂子沢（すなござわ）、地目、台帳・

現況がともに田、地積８１７㎡、これを含めまして２筆１，４４５㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額１０万円での売買です。 

続きまして受付番号４４番、発久字道下（みちした）、地目、台帳・現況

がともに田、地積２，０２２㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０ａ当たり１８４，０００円での売買です。 

続きまして受付番号４５番、笹岡字砂押（すなおし）、地目、台帳・現況

がともに田、地積２，０１６㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０ａ当たり総額１９２，０００円での売買です。 

続きまして受付番号４６番、関屋字下浦（しもうら）、地目、台帳・現況

がともに田、地積９７４㎡、これを含めまして３筆２，８７３㎡です。 

譲受・譲渡理由は「耕作利便」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０ａ当たり２００，０００円での売買です。 

この案件は令和４年４月から農地法第３条の下限面積を引き下げたこと

による農地の取得要件を満たしたものであり、取得者は規模拡大したい旨計

画書が提出されております。 

また、譲受人住所地の新潟市秋葉区で農業を経営していることを経営状況

証明により確認済みです。 

続きまして受付番号４７番、笹岡字塚ノ目下（つかのめした）、地目、台

帳・現況がともに田、地積２，０３６㎡、これを含めまして２筆４，００８

㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０ａ当たり１９２，０００円での売買です。 

続きまして受付番号４８番、笹岡字塚ノ目下、地目、台帳・現況がともに

田、地積２，０２０㎡、これを含めまして３筆６，０１２㎡です。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、１０ａ当たり１８４，０００円での売買です。 

続きまして受付番号４９番、分田字下島（したじま）、地目、台帳・現況

がともに畑、地積４６㎡、これを含めまして２筆１６１㎡です。 

譲受・譲渡理由は「耕作利便」と「耕作不便」です。  

契約の内容は、贈与です。 

この案件は令和４年４月から農地法第３条の下限面積を引き下げたこと

による農地の取得要件を満たしたものであり、取得者は家庭菜園として農地

を利用したい旨計画書が提出されております。 

続きまして受付番号５０番、発久字道下（みちした）、地目、台帳・現況

がともに畑、地積４３８㎡、これを含めまして９筆１３，６４５．２９㎡で

す。 

譲受・譲渡理由は「借受地の取得」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額２，５１０，７２８円での売買です。 

以上ですが、本議案について、審査基準の全ての項目について、申請書に

記載された内容が、当該審査基準に該当するか否かについて説明を申し上げ

ます。 

最初に、申請地に小作人がいるかどうかについては、農地基本台帳及び申
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議長 

（見尾田） 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請者より該当しないことを確認いたしました。 

また、譲受人が権利取得後に、今回取得する全ての農地について耕作され

るかという点については、譲受人からの聴取及び農機具等の所有状況から耕

作が行われるものと判断いたしました。 

次に権利取得後の農業従事及び効率的な利用については、通作距離及び農

機具等の所有状況等から、問題はないと判断いたしました。 

下限面積については、全ての案件について要件を満たしております。 

また地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果でも

「許可相当」との報告をいただいております。 

以上で議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

説明を終わります。  

 

 ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。これから審議に

入ります。ご質疑がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請

について、原案のとおり承認し、許可することに決定いたしました。 

続きまして、日程第５ 議案第３号 事業計画変更の承認申請についてを

議題といたします。事務局の説明をお願いします。野﨑係長、お願いします。 

 

議案書７ページをご覧ください。 

議案第３号 事業計画変更の承認申請について説明いたします。 

受付番号２０番、当初計画者は記載のとおりです。 

変更後の土地の所在が保田字家脇（いえわき）、地目、台帳・現況がとも

に田、地籍１，５０１㎡、これを含めまして、合計２筆で２，４０１㎡です。 

当初計画内容は、陸砂利採取事業に伴う搬出入路及び表土置場です。 

事業計画変更の理由ですが、当初計画者は陸砂利採取を行うための搬出入

路及び表土置場として、令和４年８月３１日付け阿農委第５０４０１６号で

許可を得て使用してきましたが、向野（むかいの）３３９０・３３９１・３

３９２・３３９３及び３３９４の一部の計５筆を陸砂利採取事業で申請する

ため、計画面積を減にして変更申請するものです。 

場所につきましては、８・９ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区、砂山集落の北西に位置する場所にあります。 

１０ページは、更正図に変更後の申請地を塗りつぶしで表示しておりま

す。 

１１ページの平面図に、変更で削減する箇所と変更後の表土置場を表示し

ております。 

続きまして、１２ページになります。 

受付番号２１番、当初計画者と継承者は記載のとおりです。 

土地の所在が北本町、地目、台帳が田・現況が雑種地、地籍２４２㎡です。 

当初計画内容は、個人住宅建築用地です。 
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

委員（阿部） 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

委員 

 

事業計画変更の理由ですが、当初計画者は個人住宅を建築するために、昭

和４８年５月２６日付け芝農地第５３９０号により５条転用許可を得て、所

有権移転を行いましたが、一身上の都合で帰省が遅れてしまい、東京に居を

構え申請地はそのままになっていました。その後、アパートの駐車場として

貸してほしいとの要請を受け、深く考えず、無断で別の目的に使用していた

顛末書付きの案件です。 

アパートの貸駐車場として継承者から購入希望があり、この度正式に事業

計画変更を申請するものです。 

以前から借りていたことから継承者に対して厳重注意をいたしておりま

す。 

農地区分につきましては、都市計画法に規定する用途地域の「第一種住居

地域」に定められており、第３種農地となります。 

場所につきましては、１３・１４ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、国道４６０号、葬祭みなみ会館から南西に２００ｍ程の住宅地

の中にあります。 

１５ページは、更正図に申請地を塗りつぶしで表示しております。 

１６ページは、土地利用計画図・排水計画図です。砂利敷きで駐車スペー

ス 8台分となっております。周りは住宅地で農地はありません。 

以上で議案第２号 事業計画変更の承認申請について説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

２１番案件について、９番 阿部委員より現地確認報告をお願いいたしま

す。 

 

９番 阿部です。ただ今の案件なんですけども、事務局の説明のとおりな

んですけども、始末書、顛末書付きの案件でございます。８台くらい、すで

にロープで区画されて、８台くらい並ぶような砂利道の駐車場になっており

ました。一応、書類上は農地なので、それを知っていたか知らなかったのか

わかりませんが、●●●●●の方には厳重注意ということで現地確認を終わ

ってきました。なお、みなさんの慎重なる審議をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

なお、２０番案件については、調査当日は積雪により現地確認が困難な状

況だったため、後日事務局が確認を行ったものでありますので、現地確認報

告は事務局説明のとおりとさせていただきます。 

これから審議に入ります。 

議案第３号 事業計画変更の承認申請について、ご質疑がございましたら

お願いいたします。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第３号 事業計画変更の承認申請について、原案のと

おり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３号 事業計画変更の承認申請について、原案の

とおり承認することに決定いたしました。 

続きまして、日程第６ 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書１７ページをご覧ください。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明いた

します。 

まずは正誤表で、このページの右側、工事期間の終了が、令和６年５月３

１日に訂正をしておりますのでよろしくお願いします。 

受付番号４２番、賃貸借権設定による永久転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が箸木免字前新田（まえしんでん）、地目、台帳・現況がとも

に田、地積１，９２４㎡、これを含めまして合計２筆で３，３０８㎡です。 

転用目的は乾燥調製施設建設、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和５年３月２０日から令和６年５月３１日まで。 

農地区分につきましては、農用地区域内ですが、阿賀野農業振興地域整備

計画の農業用施設用地へ用途区分が変更されております。 

許可基準は、農業用施設用地は許可可能であります。 

転用事由は、申請者は耕作面積の増加に伴い、現有の施設・設備だけでは

対応しきれなくなっているため、県の補助金の活用により、施設建設・設備

導入をして、今後の規模拡大に対応する計画から該当地を申請するもので

す。 

場所につきましては、１８・１９ページの位置図・案内図をご覧ください。 

京ヶ瀬地区、旧前山小学校の南東に位置する場所です。 

２０ページは更正図に斜線を引いて申請地を表示しております。 

２１ページは土地利用計画図、排水計画図です。雨水処理につきましても

土地改良区と協議済であります。 

なお、土地利用計画図で１０８番１の土地の駐車スペースから南側の部分

は県営事業の残土置き場として令和６年３月まで賃貸借されておりますが、

ライスセンターを秋に稼働する必要があり、一体的な活用であるため、南側

の整備は県の賃貸借終了後に行うこととなっております。 

この件につきましては、県営事業管轄の新発田振興局や県農業会議などに

問題がないことを確認済みです。 

続きまして、２３ページになります。 

受付番号４３番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が東町字隠居免（いんきょめん）、地目、台帳・現況がともに

田、地積２，０２３㎡の内３７８．４５㎡、これを含めまして合計４筆で１

０，１１５㎡の内１，８９２．２５㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業に伴う搬出入路で、資金計画は記載のとおりで

す。 

期間が令和５年３月２５日から令和８年３月２４日まで、農地区分は農用

地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、砂利採取事業に

関する一時的な転用であり例外的に許可できるものとなっております。 

場所につきましては２４・２５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

上江端集落の北側に位置した農地になります。 
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以前、搬出入路として一時転用をしていた箇所を再度一時転用するもので

す。 

２６ページは更正図で、濃く塗りつぶして申請地を表示しており、土地利

用計画図も兼ねております。 

続きまして、２７ページになります。 

受付番号４４番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上江端字上ノ山（うえのやま）、地目、台帳・現況がともに

田、地積５５８㎡、これを含めまして合計１７筆で１４，０２１㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和５年３月２５日から令和６年９月２４日まで、農地区分は

農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、陸砂利採取

事業による一時的な転用であり、例外的に許可できるものとなっておりま

す。 

転用事由は、圃場整備を行い、より良い農地に復旧するための手段として、

陸砂利採取を実施するものです。 

場所につきましては２８・２９ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区 上江端集落の東側に位置する農地になります。 

３０ページは更正図で、申請地を濃く表示しております。 

３１ページは土地利用計画図、３２ページは全体土地利用計画図になりま

す。 

続きまして、３３ページになります。 

受付番号４５番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上江端字上ノ山（うえのやま）、地目、台帳・現況がともに

畑、地積１，３９８㎡、これを含めまして合計２４筆で１９，７２３㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和５年３月２５日から令和６年９月２４日まで、農地区分は

農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、陸砂利採取

事業による一時的な転用であり、例外的に許可できるものとなっておりま

す。 

転用事由は、圃場整備を行い、より良い農地に復旧するための手段として、

陸砂利採取を実施するものです。 

場所につきましては３５・３６ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区 上江端集落の東側に位置する農地になります。 

３７ページは更正図で、申請地を太線で囲って表示しております。 

３８ページは土地利用計画図、３９ページは全体土地利用計画図になりま

す。 

続きまして、４０ページになります。 

受付番号４６番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が保田字向野（むかいの）、地目、台帳・現況がともに畑、地

積１２５㎡、これを含めまして合計１２筆で８，５９３㎡の内７，５２７㎡

です。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和５年３月２５日から令和６年９月２４日まで、農地区分は

農用地区域内となっており、原則許可できない場所でありますが、陸砂利採

取事業による一時的な転用であり、例外的に許可できるものとなっておりま

す。 

転用事由は、陸砂利採取を実施するもので、実施後は、原形復旧の予定と
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なっております。 

場所につきましては４１・４２ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区砂山集落の北側に位置する農地になります。 

４３ページは更正図で、申請地を塗りつぶして表示しております。 

４４ページは土地利用計画図になります。 

続きまして、４５ページになります。 

受付番号４７番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が保田字家脇（いえわき）、地目、台帳・現況がともに田、    

地積が１，８４４㎡、これを含めまして合計２筆で３，２２６㎡です。 

転用目的は陸砂利採取に伴う表土置場で、資金計画は記載のとおりです。 

利用期間が令和５年３月２５日から令和８年３月２４日まで、農地区分は

農用地区域内となっており、原則許可できない場所でありますが、砂利採取

事業に関連する一時的な転用であり、例外的に許可できるものとなっており

ます。 

転用事由は、先ほど、受付番号４６番、保田字向野（むかいの）の陸砂利

採取を実施するために表土置場として一時転用するものです。 

こちらも完了後は原型復旧となっております。 

場所につきましては、４６・４７ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区、砂山集落の北側に位置する農地になります。 

４８ページは、更正図で、申請地を濃く表示しております。 

４９ページは土地利用計画図です。 

続きまして、５０ページになります。 

受付番号４８番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。 

土地の所在が金屋字川端（かわばた）、地目、台帳・現況がともに畑、地

積が７５０㎡、これを含めまして合計２筆で９５６㎡です。 

転用目的は観光用ハーブ園で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和５年３月１日から令和５年１０月３１日まで。 

農地区分につきましては、申請地は金屋集落の住宅が連たんしている区域

の農地であり、第３種農地と判断いたしました。 

許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請者は金屋地内において、自社が運営する観光施設付近で

観光用ハーブ園の用地を求めていたところ、既存観光施設からも徒歩数分の

場所に位置する当該申請地を買い受ける運びとなったため、申請するもので

す。 

場所につきましては、５１・５２ページの位置図・案内図をご覧ください。 

笹神地区、金屋集落の北部に位置する土地です。 

５３ページには、更正図に申請地として濃く塗りつぶして表示しておりま

す。 

５４ページは土地利用計画図です。別事業で取得予定の宅地の一部も一緒

にハーブ園として計画を立てています。ハーブは土地利用計画図上側、楕円

を描く歩道に接している四角の部分を予定しております。 

続きまして、５５ページになります。 

受付番号４９番、所有権移転による永久転用です。 

譲受人・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が北本町、地目、台帳が田、現況が雑種地、地積２４２㎡です。 

転用目的は貸駐車場、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和５年３月２日から令和５年３月１０日まで。 

農地区分につきましては、都市計画法に規定する用途地域の「第一種住居
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

委員（上松） 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

地域」に定められており、第３種農地となります。 

許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請者が所有するアパートの付属駐車場及び近接居住者の貸

駐車場として利用するため申請するものです。 

なお、こちらは事業計画変更の受付番号２１番でも説明いたしましたが、

顛末書付きの案件であり、現状既に使用されております。 

なお、申請者に対して厳重注意をいたしました。 

場所につきましては、５６・５７ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、国道４６０号、葬祭みなみ会館から南西に２００ｍ程の住宅地

の中にあります。 

５８ページは、更正図に申請地を塗りつぶしで表示しております。 

５９ページは、土地利用計画図・排水計画図です。砂利敷きで駐車スペー

ス８台分となっております。周りは住宅地で農地はありません。 

以上で議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

４８番案件について、６番 上松委員より現地確認報告をお願いいたしま

す。 

 

６番 上松です。現地確認に行ってまいりました。当日は、その前の日に

雪が降っていて、地面の様子や境目などはっきりと見ることはできなかった

のですが、譲受人の方は地元で事業をやっている信頼のおける事業所という

ことで、きっちり今回のことも遂行してくれるだろうということで、問題な

いと見てまいりました。以上報告を終わります。 

 

ありがとうございました。 

なお、４２番案件についても現地調査を実施しておりますが、現地確認委

員の１４番 小林委員が欠席のため、事務局報告のとおりとさせていただき

ます。 

また、４３番から４７番案件については、調査当日は積雪により現地確認

が困難な状況だったため、後日事務局が確認を行ったものでありますので、

現地確認報告は事務局報告のとおりとさせていただきます。 

さらに４９番案件については、議案第３号 事業計画変更の承認申請の審

議の際に、すでに現地確認報告をいただいておりますので、そのとおりとさ

せていただきます。 

これから審議に入りますが、４６番及び４７番案件の譲渡人の一人が私で

あります。農業委員会等に関する法律第３１条で規定されている「議事参与

の制限」に該当しますので、関係者である私は退室し、該当する案件から先

に審議をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

異議がないようですので、そのようにいたします。 

それでは、はじめに４６番及び４７番案件を審議いたしますので、議長を

会長職務代理者の１３番 笠原委員と交代し、私は退室いたします。 
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議長 
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委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

― 会長退室・議長交代 ― 

 

会長職務代理者の笠原です。 

４６番及び４７番案件につきまして、議長を務めさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

それでは４６番及び４７番案件について審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

４６番及び４７番案件について、原案のとおり承認し、許可することにご

異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、４６番及び４７番案件について、原案のとおり承認し、

許可することに決定いたしました。 

見尾田会長の入室をお願いします。 

 

― 会長入室 ― 

 

１５番 見尾田委員が着席いたしました。４６番及び４７番案件につい

て、原案のとおり承認し、許可することで審議が終了しましたので、議長を

退任し、見尾田会長と交代いたします。ありがとうございました。 

 

― 議長交代 ― 

 

それでは、今ほど決定した議事参与の案件以外の案件について、審議いた

します。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり承認し、許可

することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のと

おり承認し、許可することに決定いたしました。 

ここで説明員を交代いたします。 
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― 説明員交代 斎藤係長 ― 

 

続きまして、日程第７ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

斎藤係長、お願いします。 

 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の決定について説明申し上げます。 

今月の受付状況は、所有権移転４件１３筆、１０，６８６㎡、賃貸借権設

定１７２件８７４筆、８６４，７５２．５１㎡、使用貸借権設定１１件６７

筆、６６，５１０．７４㎡となります。 

はじめに所有権移転の案件です。 

６１ージをご覧ください。 

譲渡人、譲受人の読み上げは省略させていただきます。 

なお、譲受人は、認定農業者です。 

また、台帳・現況地目についてはいずれも田または畑のため、地籍を含め 

読み上げは省略させていただきます。 

それでは、左より、受付番号、土地の所在地、内容順に申し上げます。 

１番、前山字深田外６筆、４，９４６㎡、総額３，１８２，０００円の売

買です。 

２番、保田字砂山外２筆、２，８８２㎡、１０a 当り５００，０００円の

売買です。  

６２ページ、３番、保田字砂山外１筆、１，８４０㎡、１０a当り５００，

０００円の売買です。 

４番、山﨑字堅田、１，０１８㎡、１０a 当り６３０，０００円の売買で

す。 

続きまして賃貸借権設定の案件です。 

更新案件については、説明を省略させていただきます。 

１００ページをご覧ください。 

５３番、笹岡字東浦外４筆、４，０１９㎡、１０a 当り１６，０００円、 

２３，７００円。 

１０２ページ、５６番、山﨑字下野地、８２１㎡、１０a 当り１７，００

０円。 

１０４ページ、６３番、嶋瀬字居浦外４筆、８，２３０㎡、１０a 当りコ

シヒカリ６０㎏。 

１１０ページ、７５番、法柳字大割外８筆、１１，４９５㎡、１０a 当り 

２２，９００円。 

１１３ページ、８０番、小河原字居前外３筆、３，００８㎡、１０a 当り 

コシヒカリ１００㎏。 

１２１ページ、１０３番、外城町外１筆、４，０４６㎡、１０a当り２２，

４００円。 

１２２ページ、１０６番、押切字下野地外８筆、１３，８２３㎡、１０ａ

当り２１，０００円。 

１２３ページ、１０７番、押切字割田外７筆、１１，５６３㎡、１０ａ当

り２１，０００円。 

１２４ページ、１０９番、分田字坊主柳、５１２㎡、１０ａ当り２１，０

００円。 

１２５ページ、１１０番、小浮字鳥尻外２筆、１，９１７㎡、１０ａ当り 

２１，０００円。 
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議長 
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議長 

１１１番、寺社新字菖蒲川、５１１㎡、１０ａ当りコシヒカリ９０㎏。 

１３４ページ、１３４番、久保字水田、６０３㎡、総額５，０００円。 

１３８ページ、１４４番、堀越字萱場外２１筆、９，３８２．３０㎡、１

０ａ当り２０，０００円、２２，０００円、２４，０００円。 

１５３ページ、１６７番、出湯字中野地外１筆、１，６２４㎡、１０ａ当

り１０，０００円。 

１５８ページ、１７６番、出湯字中野地外２筆、２，４８１㎡、１０ａ当

り１０，０００円。 

１６２ページ、１８６番、本明字下タ道外１筆、２，２７８㎡、１０ａ当

りコシヒカリ１２０㎏。 

次に、使用貸借権設定の案件ですが更新案件ですので、説明を省略させて

いただきます。 

以上で、農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の要件である農用地利用集積計画の内容が、基本構想に適合するもの

であること、利用権の設定等を受けた後において、備えるべき要件である農

用地のすべてを効率的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うと認められる

こと。 

農作業に常時従事すると認められること。 

利用権の設定等を受けた後において、農作業に常時従事すると認められな

い場合の備えるべき要件である地域の農業者との適切な役割分担の下、継続

的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 

利用権を設定する土地について、関係権利者全ての同意が得られているこ

との各要件を満たしていると考えます。 

また、地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果で

も、許可相当と報告をいただいております。 

以上で、議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定について説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入りますが、賃貸借権設定の６２番と９８番案件の譲受人

は１０番 齋藤委員が関係者であり、９４番案件の譲受人は２番 中村委員

が関係者であります。 

また、１０６番から１０８番案件の譲受人は９番 阿部委員が関係者であ

り、１２０番及び１２１番案件の譲受人は推進委員の４番 塩田推進委員

が、１４４番案件の譲受人は、３番 齋藤委員と８番 皆川委員が関係者で

あります。 

いずれも農業委員会等に関する法律第第３１条で規定されている「議事参

与の制限」に該当しますので、当該関係委員は退室し、該当する案件から先

に審議をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議がないようですので、そのようにいたします。 

はじめに、賃貸借権設定の６２番と９８番案件を審議いたしますので、１

０番 齋藤委員の退室をお願いいたします。 

 

― １０番 齋藤委員退室 ― 

 

１０番 齋藤委員が退室されましたので、６２番と９８番案件について審
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（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 
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議長 
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議長 

（見尾田） 

 

議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

賃貸借権設定の６２番と９８番案件について、原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、賃貸借権設定の６２番と９８番案件について、原案のと

おり承認することに決定いたしました。 

１０番 齋藤委員の入室をお願いいたします。 

 

― １０番 齋藤委員入室 ― 

 

１０番 齋藤委員が着席されましたので続けます。 

続きまして、賃貸借権設定の９４番案件を審議いたしますので、２番 中

村委員の退室をお願いいたします。 

 

― ２番 中村委員退室 ― 

 

２番 中村委員が退室されましたので、９４番案件について審議いたしま

す。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

賃貸借権設定の９４番案件について、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、賃貸借権設定の９４番案件について、原案のとおり承認

することに決定いたしました。 

２番 中村委員の入室をお願いいたします。 

 

― ２番 中村委員入室 ― 

 

２番 中村委員が着席されましたので続けます。 

続きまして、賃貸借権設定の１０６番から１０８番案件について審議いた

しますので、９番 阿部委員の退室をお願いいたします。 
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議長 
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議長 
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委員 

 

議長 
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委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

― ９番 阿部委員退室 ― 

 

９番 阿部委員が退室されましたので、賃貸借権設定の１０６番から１０

８番案件について審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

賃貸借権設定の１０６番から１０８番案件について、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、賃貸借権設定の１０６番から１０８案件について、原案

のとおり承認することに決定いたしました。 

９番 阿部委員の入室をお願いいたします。 

 

― ９番 阿部委員入室 ― 

 

９番 阿部委員が着席されましたので続けます。 

続きまして、賃貸借権設定の１２０番及び１２１案件について審議いたし

ますので、推進委員の４番 塩田推進委員の退室をお願いいたします。 

 

― ４番 塩田推進委員退室 ― 

 

４番 塩田推進委員が退室されましたので、賃貸借権設定の１２０番及び

１２１番案件について審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

賃貸借権設定の１２０番及び１２１番案件について、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、賃貸借権設定の１２０番及び１２１番案件について、原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

４番 塩田推進委員の入室をお願いいたします。 

 

― ４番 塩田推進委員入室 ― 
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議長 
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４番 塩田推進委員が着席されましたので続けます。 

続きまして、賃貸借権設定の１４４番案件について審議いたしますので、

３番 齋藤委員と８番 皆川委員の退室をお願いいたします。 

 

― ３番 齋藤委員及び８番 皆川委員退室 ― 

 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員が退室されましたので、賃貸借権設定の

１４４番案件について審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

賃貸借権設定の１４４番案件について、原案のとおり承認することにご異

議ございませんか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、賃貸借権設定の１４４番案件について、原案のとおり承

認することに決定いたしました。 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員の入室をお願いいたします。 

 

― ３番 齋藤委員及び８番 皆川委員入室 ― 

 

３番 齋藤委員と８番 皆川委員が着席されましたので続けます。 

次に、今ほど決定した議事参与の案件以外の案件について審議いたしま

す。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のと

おり承認することに決定いたしました。 

これで議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定について、すべて原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

続きまして、日程第８ 議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基
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準の一部変更（案）についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

斎藤係長、お願いします。 

 

議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準の一部変更(案)につ

いて、説明申し上げます。 

説明資料は、議案書の別冊になります。 

議案書の１ページをご覧ください。 

はじめに、「１ 事業内容」です。 

この事業については、農地の集団化等を図るため、関係法令に基づいて、 

農業委員会が農地の出し手、受け手の申し出を受け、当委員会で定めるあっ

せん基準の要件を満たした受け手に、あっせんを行う事業となっています。 

次に、「２ 変更理由」です。 

このあっせん基準について、農業、農地を取り巻く情勢の変化を適切に反

映したもので構成されているため、変更の要素である農林業センサス２０２

０の結果により、変更が必要になりました。 

次に、「３ 変更内容」です。 

基準面積の変更（案）となります。 

３ページをごらんください。 

この別表１については、受け手の基準要件で、経営形態、対象地区で区分

しています。 

変更箇所については、センサス結果を反映したことによる基準面積の変更

となり、その他の部分においては、笹神地区について、これまで１と２で区

分しておりましたが、２０２０年のセンサスデータから、販売農家数の項目

がなくなったため集落の区分が特定できず、他の地区同様、笹神地区一つと

なります。 

表の右側が現行のもの、左側が変更案になっております。 

では、経営形態別に説明します。 

個別経営体の経営です。 

経営基準の算出方法について、単一経営の耕地面積が不明であるため、前

回同様にセンサスを基に、耕地面積を総農家数で割り、小数点第２位を四捨

五入した数値を経営基準面積としています。 

安田地区が１．９から２．６、京ヶ瀬地区が２．５から２．８、水原地区

が２．７から３．４、笹神地区が笹神１が２．３、笹神２が３．２から３．

７に変更するものです。  

次に複合経営体です。 

複合経営の耕地面積が不明であるため、前回同様に、単一経営の当該地区

の基準面積で一番低い面積を適用しております。 

複合経営の水原・京ヶ瀬については、２．５から２．８、同じく安田と笹

神については１．９から２．６に変更するものです。 

続きましては、畜産専業です。 

変更箇所については、経営面積のみ変更で、基準となる面積について、畜

産専業の耕地面積が不明のため、前回同様、安田地区の基準面積を適用して

おります。 

面積については、１．９から２．６に変更するものです。 

最後に一番下の行で、畜産経営等に係る農業施設用地取得の基準頭数で

す。 

算出方法は、前回同様、家畜頭羽数調査を根拠とし飼養頭数を飼養戸数で

割った値です。 

ただし、１００頭以上の大規模経営体を含めると、頭数も上がるため、そ
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れを除いた数字となっております。 

変更箇所については、乳用牛３４から３６、繁殖牛は８から１６、肥育牛

は２１から２０へ修正するものです。 

表紙に戻っていただきまして、４ 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準

作成協議会(答申)です。 

この案については、１２月２２日、四役会議にて素案をお示しして、同日

に当委員会の付属機関である、あっせん基準作成協議会に諮問し、２月２日

同協議会において審議されました。その結果、同日に「異議なし」との答申

を受けております。 

以上であっせん基準の変更に係る説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準の一部変更（案）につ

いて、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準の一部変更（案）につ

いて、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第６号 阿賀野市農地移動適正化あっせん基準の一

部変更（案）について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

ここで説明員を交代いたします。 

 

― 説明員交代 野﨑係長 ― 

 

続きまして、日程第９ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による

通知についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書１７１ページをご覧ください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について説明をい

たします。 

今月は６６件あります。 

契約内容別では、農地法第３条の賃貸借権設定の解約が１件、農用地利用

集積計画の賃貸借権設定の解約が５５件、使用貸借権設定の解約が２件、中

間の賃貸借権設定の解約が６件、中間の使用貸借権設定の解約が２件です。 

解約事由の主なものでは、利用権設定期間の変更のための解約が１７１ペ

ージの１７９番、１８１番、１８２番、１７５ページの１８３番、１８４番、

１８５番、１８６番、１７６ページの１８８番、１８９番、１９１ページの

２３２番、１９２ページの２３３番、１９４ページの２３８番、２３９番、
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２４０番、２４１番、２４２番、２４３番、１９６ページの１８０番、１８

７番です。 

続きまして中間管理権設定のための解約が１７８ページの１９６番、１９

７番、１７９ページの１９８番、１９９番、２００番、２０１番、２０２番、

２０３番、１８０ページの２０５番、２０６番、１９２ページの２３４番、

２３５番、１９３ページの２３６番、２３７番、１９４ページの２４４番、

１９５ページの２４５番です。 

続きまして借り手の変更の解約が１７６ページの１９０番、１９１番、１

７７ページの１９２番、１８１ページの２０７番、１８２ページの２０８番、

１８４ページの２０９番、２１０番、１８５ページの２１１番、１８６ペー

ジの２１２番、２１３番、１８７ページの２１４番、２１５番、２１６番、

２１７番、２１８番、１８８ページの２２２番、１９１ページの２３１番、

１９５ページの２４６番、２４７番です。 

続きまして売買のための解約が１７１ページ２２１番、１８０ページ２０

４番、１９７ページの２２３番、２２４番、１９８ページの２２５番、２２

６番、２２７番、２２８番、２００ページの１９４番、２０１ページの１９

５番です。 

そのほか詳細につきましては、記載のとおりであります。 

以上で報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について説

明を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いいたします。 

続きまして、日程第１０ 報告第２号 農地法第４条第１項第９号該当に

よる転用届についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

２０３ページをご覧ください。 

報告第２号 農地法第４条第１項第９号該当による転用届について説明

をいたします。 

受付番号１８番、申請人は記載のとおりです。 

土地の所在が沢口字ノゲ沢（のげざわ）、地目、台帳・現況がともに田、   

地籍が４７２㎡の内２８．２㎡、これを含めまして、合計２筆で、９９７㎡

の内１１２．２㎡です。  

転用目的が農作業施設用地です。 

農地区分は、農用地区域外にある農地であって、甲種農地、第１種農地、

第２種農地、第３種農地のいずれにも該当せず、中山間地域等に存在する農

業公共投資の対象となっていない農地であり、「その他の農地」の第２種農

地と判断しました。 

許可基準は、２００㎡未満の自らの農地を農業に資する用途で転用する場

合は、届出で良いこととなっております。 

転用事由は、申請地に ぼかし肥料製造所兼有機農業研修所として農業用



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（議長） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

施設を建設するため届け出るものです。 

場所につきましては、２０４・２０５ページの位置図・案内図をご覧くだ

さい。 

笹神地区、沢口集落の東側６００ｍほど、山の奥に位置しております。 

２０６ページの更正図をご覧ください。２筆にまたがり申請箇所付近を表

示しております。 

２０７ページの土地利用計画図をご覧ください。図の右側、北側になりま

すけれども、林道から延びる通路部分と施設部分が転用の届け出箇所となっ

ております。 

２０８ページには平面図を載せています。堆肥の製造所とトイレ、図面右

側には農機具を入れる下屋を設置する計画です。 

トイレにつきましては、山水を用い、バイオマス処理をする計画で、担当

である市民生活課と協議の上、設置するように申請者に説明しました。 

申請地は、地区担当委員と事務局で確認するところですが、確認時期の１

月中・下旬において降雪が続き、山の奥であり、確認が困難であったため、

事前に事務局で撮影した写真や資料を元に地区担当委員に確認していただ

き、転用届承認通知を交付したことを報告いたします。 

以上で報告第２号、農地法第４条第１項第９号該当による転用届について  

説明を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いいたします。 

ここで説明員を交代いたします。 

 

― 説明員交代 斎藤係長 ― 

 

続きまして、日程第１１ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定に

よる農用地利用配分計画の決定についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

斎藤係長、お願いします。 

 

報告３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の

決定について報告いたします。 

２０９ページをご覧ください。 

このたびは、移転のみ３件、１１筆、１３，４３４㎡となっております。 

２０９ぺージ、４０１番から４０３番まで、移転後の開始は、令和５年３

月３１日、新潟県が公告をすることから、令和５年４月１日、終了及び賃貸

借料は各案件固定となっております。 

なお、配分計画の譲受人は、農地中間管理事業農用地等借受申出登録者で

す。 

以上、報告を終ります。 

 

ありがとうございました。 
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（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いします。 

以上で、本日の総会の案件の審議はすべて終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

－ １４時４１分終了 － 
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    議事録署名委員  １１番                ㊞ 
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    議 長 
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